
公益財団法人ひろしま産業振興機構「海外ビジネスパートナー制度」 

の活用による海外展開支援実施要領 

 

（制度の目的） 

第１ 公益財団法人ひろしま産業振興機構（以下「産振構」という。）は、県内企業の海外展開（中 

国）に向けた取組を後押しするために新たに創設する「海外ビジネスパートナー制度（以下「ビジネ 

スパートナー制度」という。）」の実施に係る必要事項を定める。 

 

（今後の中国展開支援の方向性） 

第２ 産振構は、県内企業の中国展開支援は、次の方向性により進める。 

（１） 食品輸出支援の強化 

今後、ますますマーケットとしての重要性が高まっていくことが見込まれる華南地区（深圳・ 

広州）及び華東地区（上海周辺）に係る輸出拡大に関する相談等に対応できる民間事業者等を 

活用することにより支援を強化する。 

（２） その他相談対応の充実 

県内企業から寄せられる中国への展開に伴い生じる様々な相談に対応できる専門的な知見を 

有する民間事業者等を活用することにより相談対応を充実させる。 

 

（中国向け海外展開支援の方針） 

第３ 中国への海外展開支援に係る実績を持つ民間事業者等を「海外ビジネスパートナー」として委嘱

し、県内企業からの様々な相談に対応する。 

２ 産振構は、「海外ビジネスパートナー」が有するノウハウ等を活用し、海外展開のうちの、企画・

検討の段階から、海外展開の初期段階から安定期までの段階を対象として支援を行うものとする。 

 

（「海外ビジネスパートナー」の委嘱手続き等） 

第４ 「海外ビジネスパートナー」に登録する民間事業者等に求める要件を次のとおり定める。 

食品輸出支援強化 その他相談対応 

①  中国への食品関係の販路開拓に伴い生

じるあらゆる相談に対応できる専門的な

ノウハウを有していること 

②  中国への食品関係の販路開拓に係る支

援実績を有していること 

③  自治体等が行う同様の取組の支援実績

を有していること 

④  中国全土（特に華南・華東地区）にお

ける食品関係バイヤー等とのネットワー

クを有していること 

⑤  食品関係市場の情報収集・分析能力を

有していること 

①  海外展開に伴い生じるあらゆる相談

（食品関係の販路開拓以外）に対応でき

る専門人材を抱えるなどの組織体制が整

っていること 

②  海外ビジネス展開に係る支援実績を有

していること 

③  中国ビジネスに係る同様の取組を行う

自治体や公的機関の支援実績を有してい

ること 

④  中国全土（特に華南・華東地区）にお

けるネットワークを有していること 

⑤  あらゆる分野の情報収集・分析能力を

有していること 



２ 産振構は、「海外ビジネスパートナー」として委嘱する民間事業者等に対して、特別の資格を有する

ことは絶対条件としないが、次の業務のいずれかの履行実績やノウハウ等を有していることを求めるこ

とする。 

履行実績やノウ

ハウを必要とす

る業務 

ア 海外進出支援業務 

イ 海外販路開拓支援 

ウ マーケティング・市場調査 

エ 会計・税務コンサルティング 

オ 労務・人事コンサルティング 

カ 経営コンサルティング 

キ 法律相談 

ク 商標調査・登録業務（知的財産関係） 

ケ 撤退相談 

コ 現地情報の収集・分析 

サ その他海外事業コンサルティング 

 

４ 委嘱の形態は、「海外ビジネスパートナー」の状況にあわせ、次により行うものとする。 

手法 

① 民間事業者等に属している個人を「海外ビジネスパートナー」として委嘱する。 

 ※ この場合、委嘱する個人が属する企業等に対して委嘱することについての承諾を 

得る手続きをあわせて行う。 

② 組織に属さず、企業の海外展開支援を行っている個人を「海外ビジネスパートナ

ー」として委嘱する。 

 

（「海外ビジネスパートナー」の登録手続き等） 

第５ 産振構は、県内企業の中国向け海外展開を後押しするため、支援実績や中国国内でネットワーク 

を構築するとともに、支援に係るノウハウを持ち、県内企業の海外展開支援に意欲の高い民間事業者 

等を「海外ビジネスパートナー」として活用するため、産振構ホームページ上に、「海外ビジネスパー

トナー」登録に関する情報を掲載し、募集を行う。 

２ 「海外ビジネスパートナー」としての登録を希望する民間事業者等（以下「登録申請者」とい

う。）は、産振構ホームページに掲載された登録手続きに基づき、登録に関する書面（以下「申請

書」という。）を作成し、産振構に提出する。 

３ 産振構は、登録申請者から提出された申請書の内容を確認し、登録申請者とオンライン面談を実施 

し、面談を踏まえて、第６に規定する委嘱の「評価基準」に基づく評価・審査を行ったうえで、委嘱 

の可否を判断し、審査結果等を登録申請者に通知するとともに、委嘱依頼を行う。 

４ 登録申請者は、産振構からの通知等を受領後、「海外ビジネスパートナー」としての委嘱を承諾す

る場合は、「承諾書（兼）登録依頼書」を産振構に提出する。 

５ 産振構は、前号の定めにより、「承諾書（兼）登録依頼書」の提出のあった民間事業者等を「海外

ビジネスパートナー登録名簿」に登載するものとする。 

６ 「海外ビジネスパートナー」の登録に関する規定や手続きについては、別途定める。 

 

 



（「海外ビジネスパートナー」の委嘱の判断） 

第６ 産振構は、第５に定める登録申請手続きが行われた場合、下記に定める委嘱評価基準（以下「評 

価基準」という。）により、登録申請書の内容を確認、審査を行うものとする。 

委  嘱  評  価  基  準 

実 

績 

①  登録申請者自身が取り組んでいる海外展開支援の実績 

②  ① のうち中国展開支援に関する実績 

③  国や自治体、公的支援機関が行う同様の支援業務の受注実績と成果 

体 

制 

④  具体的相談に対応できる専門家等の在籍などの体制の評価 

⑤  海外展開支援に関するあらゆるノウハウが蓄積されているか 

⑥  中国全土（特に華南及び華東地区）におけるネットワーク構築の有無 

⑦  経営状況の健全性 

⑧  反社会的勢力ではないこと 

計 

画 

⑨  行動計画書の記載内容（具体的で成果が見込めるか） 

⑩  行動計画書に掲げる目標の実現可能性 

⑪  県内企業の海外展開の更なる後押しにつながると期待できるか。 

２ 確認・審査は、別途定める「「「「海外ビジネスパートナー」委嘱に係る審査要領」により行うものとす     

る。 

 

（「海外ビジネスパートナー」の支援領域等） 

第７ 「海外ビジネスパートナー」は、第２で規定する「食品輸出支援強化」と「その他相談対応」の

２つの領域を対象に支援を展開する。 

区分 食品輸出支援強化 その他相談対応 

基本的

考え方 

中国在住又は中国国内における食品関係

バイヤー等との強固なネットワークを活用

することにより、マーケットイン型のビジ

ネスマッチング等を強力に推進する。 

 県内企業から産振構に寄せられる海外展

開に伴い生じる様々な相談にスピード感を

持って対応する。 

 

（「海外ビジネスパートナー」の構成と役割） 

第８ 「海外ビジネスパートナー」は、県内企業が進める海外展開に関する支援強化を図るため、次の

２つで構成するものとする。 

区 分 海外ビジネスナビゲーター 

（以下「ナビゲーター」という。） 

海外ビジネスアドバイザー 

（以下「アドバイザー」という。） 

役 割 

（初期相談対応）  

① 企業ヒアリングを通じて、相談企業の海 

外展開の可能性を診断 

② 診断結果に基づき、解決すべき課題の抽 

 出 

（個別相談対応） 

〇 初期相談により抽出された課題を専

門的見地からアドバイス 

２ 産振構は、登録された「海外ビジネスパートナー」が持つノウハウや実績、リソース等を勘案し、

委嘱の際に、「ナビゲーター」の役割又は「アドバイザー」の役割、或いは両方の役割を担わせるの



かをあらかじめ決定するものとする。 

 

（「海外ビジネスパートナー」の運用方法） 

第９ 一次相談窓口として産振構が受理した県内企業からの中国向けの海外展開に関する相談は、 

 産振構とナビゲーターにより海外展開に関する初期相談を実施し、現状分析、課題抽出など相談内容 

の診断を行う。 

２ 産振構とナビゲーターは、初期相談を通じて行った診断結果をもとに、相談企業に対して、今後の 

進め方を提案し、個別課題対応のためのアドバイザーへの展開や他の支援機関への引継ぎなどを実施 

するものとする。 

３ 産振構と「海外ビジネスパートナー」は、定期的な協議の場を持つことで、相談内容や対応状況や

の共有を図るものとする。 

 

（「海外ビジネスパートナー」による支援の充実） 

第１０ 産振構は、「海外ビジネスパートナー」に対し、企業からの相談に加え、自らが有するネット

ワークやノウハウ等を活かした「支援パートナー・アシスト企画（以下、「アシスト企画」とい

う。）」の実施を求め、実行することで、県内企業に対する海外展開支援の充実を図るものとする。 

 

（経費の支払い） 

第１１ 産振構は、「海外ビジネスパートナー」が県内企業からの相談に対応した場合は、相談対応等

の実績見合いによる「経費変動方式」により、報償費を支払うものとする。 

２ 相談対応に係る報償補の単価は、支援メニュー毎に下記「単価表」のとおり定める。 

（単価表：相談対応） 

支援区分 業務内容 単位 単価 

① 早期見極め 
初期相談 相談内容をヒアリング 案件 13,800 

支援の見極め 計画熟度見極め、方向性の共有 案件 13,800 

② 早期対応 

情報の取集・分析 経済、物流、市場等の情報収集 案件 23,000 

機関又は専門家の紹介 相談内容に応じた専門家等紹介 案件 13,800 

取引先の発掘・紹介 リストアップ、意向確認等 案件 36,800 

商談設定・現地同行 企業アポ取り、商談同行、フォロー 案件 36,800 

輸出入規制、法規制 法規制の調査、規制クリアの提案 案件 23,000 

知財関係 先行調査、解決に係るアドバイス 案件 23,000 

海外展開後運営支援 運営サポート（法務・労務・会計） 件 23,000 

➂ 早期引継 他機関との連携、引継 
見極めを踏まえた最適機関の紹介、引

継、調整 
件 13,800 

（単価表：アシスト企画） 

区分 事業内容 単位 単価 

アシスト企画（ビジネス

パートナーによる企画） 
セミナー、勉強会、販売促進機会提供等 件 100,000 

 



３ 産振構は、相談案件の解決後、「海外ビジネスパートナー」からの適法な請求書の提出を受けた場

合、実施内容等を確認のうえ、速やかに「海外ビジネスパートナー」に対して、報償費を支払うもの

とする。 

 

附則 

 

この実施要項は、令和 6年１０月１日から施行する。 


